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イントロ
Â 未納は悪か？誰にとって悪か？
Â 皆年金は本当か？
Â なぜ25年以上なのか？
Â なぜ申請主義なのか？
Â なぜ連帯納付義務なのか？
Â なぜ生活保護より低いのか？
Â 所得代替率は保証されるか？
Â 本当に100年安心か？
Â 基礎年金への国庫負担（１／３→ １／２）

なぜ１／２でやめるのか？
逆に、なぜ入れるのか？

Â なぜ保険料方式にこだわるのか？
Â 増税・保険料UPはないのか？
（消費税UP ＋ 13年間保険料UP法定・毎年約1,300億）

Â 消費税と保険料、どっちが経済に悪影響か？
Â 「社会保険方式」とは何なのか？
Â 不祥事はなぜ起きたか？（積立金の管理）
Â 5,000万件はなぜ起きたか？（番号制）
Â ツギハギはもう限界
Â 基礎工事からやり直し
Â 新しい建物に引っ越し
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年金制度、現在の問題点

Â 過去のツケ（先食い、運用etc.）
Â 将来予測は難しい（出生率、成長率、物価etc.）
Â 社会保険庁の不祥事
Â 未納問題（失業者、学生etc.）
Â 一律定額負担は逆進的
Â 3号問題・パート問題
Â 雇用主負担の増大（非正規雇用、海外移転）
Â 国民年金と被用者年金との民民格差

（企業負担と税負担）・（4：1）
Â 「国民皆年金」はウソ（申請主義）
Â 保険料強制徴収しながら受給権25年までなし

（無年金：118万人～155万人）
Â 生活保護とのバランス・モラルハザード
Â 行政コストと裁量行政（申請、免除・人員）

（共働き・就業構造・少子化・家族の姿・離婚etc. 社会の変化）
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改革の基本的考え方

① 「正直者が損をしないようにする」

② 少子・高齢化に強い皆年金を達成する

③ 行政コストを最少限にする
（役人の裁量を排除する）

④ 負担は応能、給付は所得制限なし
（高所得者は所得税で）

⑤ 生活保護とのバランスをとる

⑥ 消費税を目的化する
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解決策（経過措置10年）
Â 年金を二階建てにする
Â 一階の基礎年金は 消費税（社会保障税）でまかなう・・・後述
Â 二階部分は拠出制とし、国民年金と被用者年金の二本建てと
する

Â 現在の国民年金は任意加入とし、国民年金基金は国民年金に
移行する。

Â 過去の国民年金保険料納付分は二階部分の拠出額として算
定する

Â 二階部分の国民年金にも応分の国費を入れる。その額は被用
者年金の税控除相当額を勘案する

Â 基礎年金のレベルは生活保護のレベルと合わせる
（単身世帯は考慮）

Â 被用者年金を世帯単位から、個人単位に改める
Â 専業主婦は国民年金の対象とする
Â 企業負担軽減分は別途雇用税として積立不足に充てる




